
同期会開催の⽀援 2025/4/17 更新 

項⽬ 内容 備考（費⽤等） 

⽀援⾦ (1) 卒業後 5 年以内に、初めて同期会を開催する期に対
し 3 万円を⽀援します。

(2) 卒業後 10 年⽬に同期会を開催する期には 5 万円を
限度に⽀援します。

(3) 卒業後 20 年⽬に同期会を開催する期には 10 万円を
限度に⽀援します。

(4) 同期会で⽂集など交流誌を発⾏する場合 3 万円を限
度に⽀援します。（2 回⽬以降の適⽤は 10 年以上の
間隔を設ける。）

⽀援の対象になるかどう
かは事務局までご相談く
ださい。 

開催案内の⽀援 1 (1) 同期の宛名シール(注 1)を提供します。

(2) 同期の名簿データ印刷物(注 1)を提供します。

(3) 同期への⼀⻫メール(注 2)発信を代⾏します。

無料 
(注 1)名前と住所（名簿掲載
可の会員のみ） 
(注 2)事務局から直接個⼈
宛に送付（メールアドレ
ス掲載可の会員のみ） 

開催案内の⽀援 2 事務局のコピー機・印刷機を使⽤できます。 使⽤料はこちら 

名札ケースの貸出 胸名札ケースを貸し出します。 無料 

詳しくは同窓会事務局へご相談ください。 

https://nishi-doso.jp/wp-content/uploads/PrintingCharge.pdf

